
「ながのビッグプレミアム商品券」取扱登録店募集要領
取扱登録店の条件と登録方法

〈条件〉
1 長野市内で営業している店舗・事業所
2 商品券を持参した方に直接、物品の販売や貸し付け、 

サービスが提供できる店舗・事業所

登録・お問い合わせ

長野市主体

販売価格 1冊あたり額面 券種と枚数 発売数 発行総額

10,000円 15,000円 300,000冊 45億円

5,000円 7,500円 200,000冊 15億円

発行
内容

令和8年4月27日（月）～令和8年8月31日（月）
※利用期間後の商品券は、無効となります。

利用
期間

換金方法については、〈取扱登録店要件〉をご確認ください。
なお、詳細については、4月中旬頃に発送する換金マニュアルをご確認ください。

商品券の
換金に
ついて

名称 ながのビッグプレミアム商品券

協力
◦長野商工会議所　◦長野市商工会　◦信州新町商工会
◦長野商店会連合会◦篠ノ井商店会連合会　◦松代商店会連合会
◦長野市中央通り活性化連絡協議会　◦善光寺口商店会

業種
 （例） 小売、飲食、ホテル・旅館、理美容、自動車の販売・修理、
　　　建設・リフォーム、レジャー、教育　など
※詳しくは、申請書裏面の業種分類表をご確認ください。

発売数 500,000冊／発行総額60億円（内プレミアム分50％ 20億円）

区分 条件 利用できる券種

大
型
店

資本金又は出資金の総額が5,000万円以上の
事業者が経営する店舗・事業所

中
小
店

上記以外の全ての店舗・事業所

取扱登録店
の区分及び
利用できる
券種

商品券の券種は、「1,000円券（大型店・中小店共通券）」、「500円券（大型店・中小店共通券）」、
「500円券（中小店専用券）」の３種類があります。

【事業者要件】
◦�長野市内に「取扱登録店の参加資格」を満たす店舗・事業所を有す
る事業者
◦�役員等が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）、暴力団関係
者（長野市暴力団排除条例第6条第1項に規定する暴力団関係者を
いう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ている者等でない事業者

【取扱登録店の参加資格】
◦�長野市内で「業種分類表」に分類される事業を営業している店舗・事
業所
◦�商品券を持参した方に直接、物品の販売や貸し付け、サービスが提
供できる店舗・事業所
◦�政治的若しくは宗教的な営業又は公序良俗に反する営業を行ってい
ない店舗・事業所
◦�暴力団員、暴力団関係者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関
係を有している者等が営業に参画していない店舗・事業所
◦�「商品券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取扱
　うものでない店舗・事業所
◦�風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第２条第５項に
規定する性風俗関連特殊営業を行っていない店舗・事業所

【取り扱いにおける厳守事項】
（1）�商品券を持参した方に、直接物品の販売や貸し付け、サービスの提

供などを行う場合に利用可能です。
（2）�商品券を現金化することはできません。また、サービスの提供等を行
うために一時的に商品券を現金化することもできません（換金可能
なカードの発行も含む。）。

（3）�商品券額面に利用額が満たない場合でも、釣銭は渡さないでくださ
い。不足分は、現金等で受け取ってください。

（4）�利用期間を過ぎた商品券は利用できませんので、ご注意ください。
（5）�商品券の紛失及び盗難に対し、市はその責任を負いません。

【商品券の利用対象にならないもの】
（1）�国や地方公共団体等への支払（税金、電気・都市ガス・水道料金等

の公共料金、ゴミ指定収集袋・粗大ごみシール等）
（2）�金、銀、プラチナ、有価証券、商品券、ビール券、図書券、旅行券、乗車

券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
（3）�土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払
（4）�現金との換金、金融機関への預け入れ
（5）�電子マネーへの入金（チャージ）
（6）�インターネットや通販などによる買物の支払
（7）�生命保険料・損害保険料等、金融商品の支払
（8）�たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこの購入
（9）�事業活動に使用する備品や原材料など、仕入れに係る物の支払
（10）�医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む。）
（11）�風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項
に規定する性風俗関連特殊営業の支払

（12）�政治的若しくは宗教的なもの又は公序良俗に反するもの
（13）�商品券の交換又は売買

〈取扱登録店要件〉

〈裏面につづく〉

長野市経済産業振興部
商工労働課（商品券担当）
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
TEL：026-224-9703（直通）
（8：30～17：15 ※土・日・祝日を除く。）

ながのビッグプレミアム商品券事業事務局
TEL：050-1871-2678 （10：00～17：00 ※土・日・祝日を除く。）　FAX：050-1871-2679
ホームページ www.nagano-bigpremium.jp
メールアドレス  info@nagano-bigpremium.jp
〒381-0038 長野市東和田857-1 信州名鉄長野ビル2階

〈登録方法〉
申請書に必要事項を記入の上、ながのビッグプレミアム商品券事業事務局（㈱ながのアド・ビューロ内）まで	
お申込みください。ホームページ専用フォーム・郵送・FAXでの登録申請も可能です。
※2月20日（金）までに登録いただくと、取扱登録店一覧冊子（第一版）に掲載されます。
※3月31日（火）までに登録いただくと、取扱登録店一覧冊子（第二版）に掲載されます。
※商品券の登録店申込みは、4月1日（水）以降も随時受け付けます。(5月29日（金）まで）
※取扱登録店については、随時ホームページに掲載されます。
☆登録された店舗・事業所には、ポスター、ステッカー等を事務局より送付いたします。
☆商品券が利用できないものなど、詳しくは下記事項をお読みください。

ホームページ

www.nagano-bigpremium.jp
◀�スマートフォン
からの登録はこちら

※本事業は、（株）ながのアド・ビューロが長野市から事業を受託し実施しております。

13枚
1,000円券

［大型店・中小店共通券］ 4枚
500円券

［中小店専用券］

500円券
［大型店・中小店共通券］13枚

500円券
［中小店専用券］ 2枚

1,000円券
［大型店・中小店共通券］

500円券
［大型店・中小店共通券］

1,000円券
［大型店・中小店共通券］

500円券
［大型店・中小店共通券］

500円券
［中小店専用券］



「ながのビッグプレミアム商品券」取扱登録店募集要領
取扱登録店の条件と登録方法

〈条件〉
1 長野市内で営業している店舗・事業所
2 商品券を持参した方に直接、物品の販売や貸し付け、 

サービスが提供できる店舗・事業所

登録・お問い合わせ

長野市主体

販売価格 1冊あたり額面 券種と枚数 発売数 発行総額

10,000円 15,000円 300,000冊 45億円

5,000円 7,500円 200,000冊 15億円

発行
内容

令和8年4月27日（月）～令和8年8月31日（月）
※利用期間後の商品券は、無効となります。

利用
期間

換金方法については、〈取扱登録店要件〉をご確認ください。
なお、詳細については、4月中旬頃に発送する換金マニュアルをご確認ください。

商品券の
換金に
ついて

名称 ながのビッグプレミアム商品券

協力
◦長野商工会議所　◦長野市商工会　◦信州新町商工会
◦長野商店会連合会◦篠ノ井商店会連合会　◦松代商店会連合会
◦長野市中央通り活性化連絡協議会　◦善光寺口商店会

業種
 （例） 小売、飲食、ホテル・旅館、理美容、自動車の販売・修理、
　　　建設・リフォーム、レジャー、教育　など
※詳しくは、申請書裏面の業種分類表をご確認ください。

発売数 500,000冊／発行総額60億円（内プレミアム分50％ 20億円）

区分 条件 利用できる券種

大
型
店

資本金又は出資金の総額が5,000万円以上の
事業者が経営する店舗・事業所

中
小
店

上記以外の全ての店舗・事業所

取扱登録店
の区分及び
利用できる
券種

商品券の券種は、「1,000円券（大型店・中小店共通券）」、「500円券（大型店・中小店共通券）」、
「500円券（中小店専用券）」の３種類があります。

【事業者要件】
◦�長野市内に「取扱登録店の参加資格」を満たす店舗・事業所を有す
る事業者
◦�役員等が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）、暴力団関係
者（長野市暴力団排除条例第6条第1項に規定する暴力団関係者を
いう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ている者等でない事業者

【取扱登録店の参加資格】
◦�長野市内で「業種分類表」に分類される事業を営業している店舗・事
業所
◦�商品券を持参した方に直接、物品の販売や貸し付け、サービスが提
供できる店舗・事業所
◦�政治的若しくは宗教的な営業又は公序良俗に反する営業を行ってい
ない店舗・事業所
◦�暴力団員、暴力団関係者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関
係を有している者等が営業に参画していない店舗・事業所
◦�「商品券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取扱
　うものでない店舗・事業所
◦�風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第２条第５項に
規定する性風俗関連特殊営業を行っていない店舗・事業所

【取り扱いにおける厳守事項】
（1）�商品券を持参した方に、直接物品の販売や貸し付け、サービスの提

供などを行う場合に利用可能です。
（2）�商品券を現金化することはできません。また、サービスの提供等を行
うために一時的に商品券を現金化することもできません（換金可能
なカードの発行も含む。）。

（3）�商品券額面に利用額が満たない場合でも、釣銭は渡さないでくださ
い。不足分は、現金等で受け取ってください。

（4）�利用期間を過ぎた商品券は利用できませんので、ご注意ください。
（5）�商品券の紛失及び盗難に対し、市はその責任を負いません。

【商品券の利用対象にならないもの】
（1）�国や地方公共団体等への支払（税金、電気・都市ガス・水道料金等

の公共料金、ゴミ指定収集袋・粗大ごみシール等）
（2）�金、銀、プラチナ、有価証券、商品券、ビール券、図書券、旅行券、乗車

券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
（3）�土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払
（4）�現金との換金、金融機関への預け入れ
（5）�電子マネーへの入金（チャージ）
（6）�インターネットや通販などによる買物の支払
（7）�生命保険料・損害保険料等、金融商品の支払
（8）�たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこの購入
（9）�事業活動に使用する備品や原材料など、仕入れに係る物の支払
（10）�医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む。）
（11）�風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項
に規定する性風俗関連特殊営業の支払

（12）�政治的若しくは宗教的なもの又は公序良俗に反するもの
（13）�商品券の交換又は売買

〈取扱登録店要件〉

〈裏面につづく〉

長野市経済産業振興部
商工労働課（商品券担当）
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
TEL：026-224-9703（直通）
（8：30～17：15 ※土・日・祝日を除く。）

ながのビッグプレミアム商品券事業事務局
TEL：050-1871-2678 （10：00～17：00 ※土・日・祝日を除く。）　FAX：050-1871-2679
ホームページ www.nagano-bigpremium.jp
メールアドレス  info@nagano-bigpremium.jp
〒381-0038 長野市東和田857-1 信州名鉄長野ビル2階

〈登録方法〉
申請書に必要事項を記入の上、ながのビッグプレミアム商品券事業事務局（㈱ながのアド・ビューロ内）まで	
お申込みください。ホームページ専用フォーム・郵送・FAXでの登録申請も可能です。
※2月20日（金）までに登録いただくと、取扱登録店一覧冊子（第一版）に掲載されます。
※3月31日（火）までに登録いただくと、取扱登録店一覧冊子（第二版）に掲載されます。
※商品券の登録店申込みは、4月1日（水）以降も随時受け付けます。(5月29日（金）まで）
※取扱登録店については、随時ホームページに掲載されます。
☆登録された店舗・事業所には、ポスター、ステッカー等を事務局より送付いたします。
☆商品券が利用できないものなど、詳しくは下記事項をお読みください。

ホームページ

www.nagano-bigpremium.jp
◀�スマートフォン
からの登録はこちら

※本事業は、（株）ながのアド・ビューロが長野市から事業を受託し実施しております。

13枚
1,000円券

［大型店・中小店共通券］ 4枚
500円券

［中小店専用券］

500円券
［大型店・中小店共通券］13枚

500円券
［中小店専用券］ 2枚

1,000円券
［大型店・中小店共通券］

500円券
［大型店・中小店共通券］

1,000円券
［大型店・中小店共通券］

500円券
［大型店・中小店共通券］

500円券
［中小店専用券］



2月2日（月）～5月29日（金）
令和8年受付

期間

NAGANO  
BIG 
PREMIUM  
GIFT 
CERTIFICATES

NAGANO  
BIG 
PREMIUM  
GIFT 
CERTIFICATES

取扱登録店募集
※2月20日（金）までに登録いただくと、取扱登録店一覧冊子（第一版）に掲載されます。
※3月31日（火）までに登録いただくと、取扱登録店一覧冊子（第二版）に掲載されます。
※商品券の登録店申込みは、4月1日（水）以降も随時受け付けます。（5月29日（金）まで）
※取扱登録店については、随時ホームページに掲載されます。

詳しくは、中面又は〈ながのビッグプレミアム商品券〉ホームページをご覧ください。

商品券
ながのビッグ
プレミアム

国の「重点支援地方交付金」を活用して、長野市民の方を対象に、
プレミアム率50％の「ながのビッグプレミアム商品券」を販売します。

ぜひ、商品券の取扱登録店にご応募いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【換金方法】
◦�取扱登録店の印を押印した利用済商品券と、取扱登録店換金依頼
書を事務局まで送付してください。
◦�換金については、事務局到着締日を月２回設け、締日から約２週間程
度で入金予定です。
◦�換金期間は令和8年5月から令和8年10月までとし、最終締日は10月
下旬予定です。

【取扱登録店の責務等】
（1）�取扱登録店であることが明確になるよう、ポスター及びステッカーを

利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
（2）�利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題ないかを確認して
ください。色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別でき
る場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やか
に市まで報告してください。

（3）�商品券を受け取った時は、他店での再利用を防止するため、裏面の
所定欄に取扱登録店名を記入し、既に取扱登録店名の記入がある
場合は、受け取りを拒否してください。

（4）�商品券の交換及び売買は行わないでください。利用期間中における
商品の売買、サービスの提供等の取引に利用された商品券のみ換
金可能です。

（5）�取扱登録店自らの事業上の取引（商品の仕入れ等）に利用しないで
ください。

（6）�「大型店・中小店共通券」と「中小店専用券」があります。大型店では、
　「中小店専用券」を受け取らないよう、ご注意ください。

（7）�利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期間切れ等によ
る損失は、取扱登録店の責務とします。

（8）�長野県暴力団排除条例及び長野市暴力団排除条例等を遵守して
ください。

【登録の取消し等】
市は、次に掲げる場合には、取扱登録店としての登録を取り消す場合が
あります。この場合には、換金を行わず、換金に係る手続を行っていたと
きは返金を求める等の措置を講ずる場合があります。
（1）�事業者要件、取扱登録店の参加資格その他取扱登録店要件に反

すると認める場合
（2）�偽りその他の不正な手段により取扱登録店としての登録を受けたと

認める場合
（3）�詐欺、暴力的な言動、ながのビッグプレミアム商品券に係る事業の

妨害その他の不正な手段により換金に係る手続を行ったと認める場
合

（4）�取扱登録店に係る信頼を損なった場合その他の取扱登録店として
の登録の継続を困難とする重大な事由があると認める場合

〈取扱登録店要件〉




